
実施日（予定） 対象 内容 啓発規模

多数の者が
利用する全て
の施設

2018/8/1 ・庁内全部局に対して法律の公布について周知依頼

2018/11/29
・「職場における受動喫煙防止対策説明会」での情報
提供

56名

2019/2/26 ・庁内全部局に対して政省令の公布について周知依頼

2019/3/7
・たばこ対策推進委員会で各関係団体の委員へ周知
依頼（医師会、歯科医師会、薬剤師会、経済産業協会、
協会けんぽ、奈良県生活衛生営業指導センター）

2019/3/22 ・啓発チラシの作成（10,000部）

2019/5 県民 ・県民だより奈良5月号での周知

2019/5 県民 ・奈良新聞健康だよりでの周知（R元5月28日付）

2019/5/31 老人クラブ代表
・県長寿・福祉人材確保対策課を通じて、厚生労働省
ﾘｰﾌﾚｯﾄ（国民用）のチラシ及びティッシュを配布（市町
村老人クラブ連合会正副会長会議）

102部

第一種施設 2019/3 薬局 ・県内全薬局へリーフレット送付 559部

2019/4 診療所等
・県医師会広報への掲載（医師新報5月号掲載）
・県医師会への周知依頼

2,350部

2019/5/15 老人保健施設等 ・県介護保険課を通じて、県作成ﾁﾗｼ配布 120部

2019/7/2 県内高等学校等
・奈良県高等学校生と指導連絡協議会にて厚生労働
省リーフレット、県作成チラシ配布

100部

2019/7.25
県内中学校・
高等学校

・県教育委員会保健体育課を通じて厚生労働省ﾘｰﾌﾚｯ
ﾄ（中高生版）の配布予定

4,751部
5,260部

2019/7 診療所等 ・県歯科医師会広報誌への掲載（奈歯報7月号掲載） 700部

第二種施設

2019/5/29

飲食店
旅館・ホテル
興業場
理美容所
クリーニング業
公衆浴場業
食肉業

・各組合への周知依頼
・生活衛生営業指導ｾﾝﾀｰへ啓発依頼 県作成ﾁﾗｼ

厚生労働省ﾘｰﾌﾚｯﾄ（事業者向け）
・各種組合研修会での情報提供

1,000部
1,150部

2019/5/29 事業所等
・協会けんぽへの周知依頼

・協会けんぽより県作成ﾁﾗｼ郵送（健康保険委員のい
る健康意識の高い企業）

1,900部

2019/4 事業所等 ・なら労働時報4月号での周知（雇用政策課） 1,300部

2019/5/14 事業所等
・協会けんぽ主催の健康経営推進に向けたﾄｯﾌﾟｾﾐﾅｰ
にて県作成ﾁﾗｼ配布

60部

2019/6/12 事業所等
・産業保健総合支援センター研修会での情報提供
・産業保健従事者へ配布 県作成ﾁﾗｼ

厚生労働省リーフレット

60部
60部

2019/7
飲食店
理美容等

・生活衛生営業指導ｾﾝﾀｰの会報誌「生活衛生なら」で
の周知

2,600部

2020/3 食品衛生関係 ・食品衛生協会が作成するｶﾚﾝﾀﾞｰに掲載 1,000部

◆健康増進法の一部改正に係る周知啓発（疾病対策課） R元年８月２０日現在 資料 ８



受動喫煙のない社会をめざしましょう！

～健康増進法の一部を改正する法律について～

基本的な考え方

望まない受動喫煙
をなくす

※裏面に続きます

学校・病院・児童福祉施設等、行政機関

敷地内禁煙 となります※1

※１ 特定屋外喫煙場所（屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた喫煙場所）
を設置することができます。特定屋外喫煙場所の設置には、

●区画されていること
●喫煙場所である旨の標識を掲示していること
●通常、人が立ち入らないような場所に設置していること が必要です。

禁煙 となります（車内・機内）

＜該当施設例＞
学校、病院、診療所、助産所、薬局、介護老人保健施設、
介護医療院、児童福祉施設、認定こども園、行政機関の庁舎 等

★詳細については、「なくそう！望まない受動喫煙」で検索するか、
右のQRコードをご確認ください。（QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です）

施設の類型・場所
ごとに対策を実施

受動喫煙による
健康影響が大きい
子ども・患者等に
特に配慮

1 2 3

旅客運送事業自動車（タクシー等）、航空機



飲食店 ・事業所・工場・ホテル・旅館など多数の者が
利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道

問い合わせ先（受動喫煙防止対策に関する相談窓口）

いずれかを
選択できます

原則屋内禁煙 となります
（喫煙専用室（基準あり）内でのみ喫煙可）

※2  飲食店について（2020年3月31日までの既存の飲食店が対象です）

個人または中小企業（資本金または出資総額5,000万円以下）かつ客席面
積が100㎡以下の場合は経過措置が適用されます

いずれかを選択できます

※2

ただし、ホテル・旅館の客室等、居住場所は適用除外です

注意事項（共通）

●全ての施設で喫煙可能な部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入る
ことができません

●喫煙禁止場所で喫煙した場合、不適切な喫煙器具・設備の設置をした
場合等、義務違反があった場合は罰則の対象となります

お住まいの市町村 問い合わせ先 住所 電話番号

奈良市 奈良市保健所 奈良市三条本町13-1 0742-93-8392

大和郡山市、天理市、生駒市、生駒郡、山辺郡 奈良県郡山保健所 大和郡山市満願寺町60-1 0743-51-0196

大和高田市、橿原市、桜井市、宇陀市、御所市、香芝市、
葛城市、磯城郡、宇陀郡、高市郡、北葛城郡

奈良県中和保健所 橿原市常盤町605-5 0744-48-3034

五條市、吉野郡 奈良県吉野保健所 吉野郡下市町新住15-3 0747-52-0551

奈良県福祉医療部医療政策局疾病対策課 がん対策係 ☎0742-27-8928 平成31年3月発行

or
掲示義務

○喫煙可能

or or

○屋内禁煙

室外への煙の流出防止措置

掲示義務

○喫煙専用室設置
○加熱式たばこ専用の

喫煙室設置

掲示義務

20
UNDER

20
UNDER20

UNDER

掲示義務

○屋内禁煙 ○喫煙専用室設置
○加熱式たばこ専用の

喫煙室設置

or or

室外への煙の流出防止措置

掲示義務

20
UNDER

20
UNDER



マナーからルールへ
～受動喫煙のない社会をめざしましょう!～

基本的な考え方

望まない
受動喫煙
をなくす

詳しくは、

施設の類型・場所ごとに
対策を実施

受動喫煙による健康影響が
大きい子ども、患者等に
特に配慮

２０１８年７月 健康増進法の一部を改正する法律が公布されました。
このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。

必要となる対策

多くの人が利用するすべての施設において、原則屋内禁煙となります。

2019年7月1日から

敷地内禁煙※１

※１ 特定屋外喫煙場所（屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所）を設置することができます。

特定屋外喫煙場所
の設置には、

・区画されていること
・喫煙場所である旨の標識を掲示していること
・通常、人が立ち入らないような場所に設置していること

20２０年４月1日から

原則屋内禁煙
（喫煙専用室（基準あり）内でのみ喫煙可）

病院・診療所・助産所・薬局・介護医療院・
介護老人保健施設・学校・認定こども園・
児童福祉施設等・行政機関等

飲食店 ・事業所・工場・ホテル・旅館など
多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道

※２

旅客運送事業自動車（タクシー等）・航空機 20２０年４月1日から禁煙
◎全ての施設で喫煙可能な部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入ることができません
◎喫煙禁止場所で喫煙した場合、不適切な喫煙器具・設備の設置をした場合等、義務違反があった場合は罰則の対象となります

受動喫煙防止対策に関する問合せ：お近くの保健所まで

（車内・機内）

なくそう！望まない受動喫煙 検索

屋内禁煙 喫煙専用室設置 加熱式たばこ専用の喫煙室設置

掲示義務 掲示義務室外への煙の流出防止措置

掲示義務掲示義務掲示義務

屋内禁煙 喫煙専用室設置 加熱式たばこ専用の喫煙室設置 喫煙可能

※２ 飲食店について（2020年4月以降、新規開店した飲食店は対象外です）
個人または中小企業（資本金または出資総額5,000万円以下）かつ客席面積が100㎡以下の場合は経過措置が適用されます

が必要です。

奈良県疾病対策課からのお知らせ



マナーからルールへ
～受動喫煙のない社会をめざしましょう!～

２０１８年７月健康増進法の一部を改正する法律が公布されました。

飲食店についての経過措置

多くの人が利用するすべての施設において、原則屋内禁煙となります。

20２０年４月1日から原則屋内禁煙
※喫煙専用室（基準あり）内でのみ喫煙可

飲食店
ホテル・旅館など

事業者の皆様への財政・税制支援等について

◎全ての施設で喫煙可能な部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入ることができません
◎喫煙禁止場所で喫煙した場合、不適切な喫煙器具・設備の設置をした場合等、義務違反があった場合は罰則の対象となります

Q1 2020年4月１日時点で、営業している店舗ですか？
Q2 資本金または出資の総額5,000万円以下ですか？
Q３ 客席面積が100㎡以下ですか？

※喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能

受動喫煙対策を行う際の支援策

奈良県疾病対策課からのお知らせ

○各喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度
【財政支援】
・受動喫煙防止対策助成金
喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度

・「受動喫煙防止対策助成金」を受けられない事業者向けの補助金
受動喫煙対策を推進するため、生活衛生関係営業者であって、「受動喫煙防止対策助成金」を受けられない事業者

（労働者災害補償保険の適用を受けない事業主（一人親方等））の場合

【税制措置】特別償却または税額控除制度に関する問合せ お近くの税務署

○受動喫煙防止対策の技術的な相談窓口 相談ダイヤル 050-3537-0777

○喫煙室などの要件の確認や職場環境把握のための測定機器の貸出 受付ダイヤル ０３－３６３５－５１１１

○受動喫煙防止対策に関する問合せ お近くの保健所

奈良県労働局健康安全課 TEL ０７４２－３２－０２０５

奈良県生活衛生営業指導センター
TEL ０７４２－３３－３１４０

飲食店のみなさんは、以下の３つの項目の回答による事業者分類によって。経過措置があります

経過措置として選択可
※ただし事前の届出必要

１つでも「いいえ」 すべて「はい」


